
○向日市要保護及び準要保護児童・生徒就学援助費支給要綱 

令和４年３月１１日 

教委告示第７号 

（目的） 

第１条 この要綱は、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１９条の規定に基づき、経

済的理由によつて就学困難な児童、生徒又は就学予定者の保護者に対し、向日市が就学援

助費を支給することについて必要な事項を定め、もつて義務教育の円滑な実施に資するこ

とを目的とする。 

（支給の範囲） 

第２条 この要綱による就学援助を受けることができる者は、向日市立の小学校及び中学校

に在学する児童、生徒及び就学予定者並びに向日市に住所を有し、国立、府立、県立、私

立の小学校及び中学校等に在学する児童、生徒及び就学予定者の保護者（児童、生徒及び

就学予定者に対して親権を行う者又は親権を行うものがないときは、後見人をいう。以下

同じ。）で、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第２項に規定する要保護者（当該

児童生徒を以下「要保護児童・生徒」という。） 

(2) 前号に準ずる程度に困窮していると認められる場合で、前年度又は当該年度におい

て、次のいずれかの措置を受けた者（当該児童生徒を以下「準要保護児童・生徒」とい

う。） 

ア 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止 

イ 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９５条第１項に基づく市民税の非課税 

ウ 地方税法第３２３条に基づく市民税の減免 

エ 地方税法第７２条の６２に基づく個人の事業税の減免 

オ 地方税法第３６７条に基づく固定資産税の減免 

カ 国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）第８９条及び第９０条に基づく国民年金

保険料の免除 

キ 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７７条に基づく保険料の減免 

ク 児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）第４条に基づく児童扶養手当の支給 

ケ 生活福祉資金の貸付け 

コ 失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者 

サ 経済的理由により、生活状態が悪く就学困難な状態にある、又はその他特別な事情



があると教育長が認めた者 

（援助の対象及び支給額） 

第３条 就学援助の対象となる経費は、次のとおりとし、その支給額は別に定める。ただし、

第１号から第５号まで、第７号、第８号及び第１０号の規定による経費に係る就学援助は、

要保護児童・生徒の保護者を除く。 

(1) 学用品費 

(2) 通学用品費（ただし、第１年学年の児童及び生徒を除く。） 

(3) 新入学児童・生徒学用品費 

(4) 宿泊を伴う校外活動費 

(5) 宿泊を伴わない校外活動費 

(6) 修学旅行費 

(7) 体育実技用具費 

(8) 学校給食費 

(9) 医療費 

(10) 通学費 

(11) オンライン学習通信費 

（申請書の提出） 

第４条 就学援助を受けようとする児童、生徒又は就学予定者の保護者は、「就学援助申請

書兼委任状（様式第１号）」に事情を明らかにする書類を添付して、教育委員会又は児童

及び生徒の属する学校の長を通じて教育委員会に提出するものとする。 

（審査及び認定通知） 

第５条 教育委員会は、就学援助申請書の提出を受けたときは、就学援助費を支給するか否

かを決定し、支給する場合は児童若しくは生徒の保護者又は就学予定者の保護者に対して

「要保護児童生徒の認定について（様式第２号―１）」又は「準要保護児童生徒の認定に

ついて（様式第２号―２）」により通知するものとする。 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、法令による定めがないものについては、教育長が別

に定める。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

様式 略 


